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は
じ
め
に

中
世
村
落
論
は
、
一
九
六
〇
〜
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
大
き
な
進
展
を
見
せ

た
。
こ
の
時
期
の
議
論
は
支
配
構
造
論
が
主
流
で
、
村
落
内
部
の
経
済
格
差
や
階
層

矛
盾
を
通
し
て
支
配
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
村
落
内
部
に

は
、
名
主
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
上
層
と
、
散
田
作
人
や
小
百
姓
と
表
現
さ
れ
る
中
下

層
の
百
姓
が
存
在
し
た
。
村
落
は
、
名
主
な
ど
の
村
落
上
層
に
よ
る
中
下
層
百
姓
の

支
配
を
貫
徹
す
る
場
と
捉
え
ら
れ
た
。
こ
の
支
配
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
中
世
社
会
の
支
配
の
あ
り
方
を
見
通
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し

た
視
角
は
、
後
期
村
落
、
い
わ
ゆ
る
惣
村
研
究
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
惣
村

は
、一
揆
の
母
体
や
民
衆
結
集
の
場
と
さ
れ
、自
治
的
性
格
に
注
目
さ
れ
た
。だ
が
、

そ
の
自
治
性
は
一
定
程
度
評
価
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
内
部
に
依
然
と
し
て
存
在
し

た
階
層
差
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
実
態
は
そ
の
上
層
百
姓
の
一
般
百
姓
規
制
の

場
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
た
。つ
ま
り
、自
治
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、
後
期
村
落
に
お
け
る
上
層
百
姓
は
オ
ト
ナ（

1
）層

な
ど
と
表
現
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
勝
俣
鎮
夫
・
藤
木
久
志
両
氏
を
き
っ
か
け
と

し
、
後
期
村
落
研
究
に
新
た
な
視
点
が
提
起
さ
れ
た（

2
）。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
こ

の
時
期
の
村
落
の
集
団
と
し
て
の
自
律
性
を
高
く
評
価
す
る
点
で
、
近
世
の
村
へ
の

連
続
性
を
指
摘
し
た
。
以
降
、
村
落
の
持
っ
た
機
能
や
役
割
な
ど
様
々
な
側
面
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
機
能
や
役
割
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
後
期
村
落
だ
が
、

そ
の
中
心
で
あ
っ
た
オ
ト
ナ
に
関
す
る
新
た
な
研
究
は
な
い
と
い
っ
て
い
い（

3
）。

自
律
的
な
村
落
に
お
い
て
そ
の
自
律
性
を
体
現
す
る
存
在
と
も
言
え
る
オ
ト
ナ
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
事
実
上
、
オ

ト
ナ
に
関
す
る
研
究
は
停
滞
状
況
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
こ
で
、
オ
ト
ナ
論
の

最
も
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
言
え
る
菅
浦
に
お
い
て
再
検
討
す
る
。

菅
浦
の
オ
ト
ナ
は
惣
の
代
表
で
あ
り
、「
上
廿
人
乙
名
・
次
之
中
乙
名
又
末
の
若

衆（
4
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
廿
人
」
と
い
う
語
が
冠
詞
の
よ
う
に
つ
く
。
ま
た
、
そ
の

下
に
、
中
老
・
若
衆
が
つ
く
。
例
え
ば
先
に
引
用
し
た
「
菅
浦
惣
荘
置
文
」（「
菅
」

二
二
七
）
に
「
廿
人
乙
名
中
」
と
あ
る
よ
う
に
、
村
掟
の
作
成
主
体
で
あ
り
、
田
地

の
宛
行
等
、
村
落
内
の
行
政
や
、
戦
時
の
指
揮
官
的
な
役
割
を
持
つ
な
ど
、
自
律
性

を
持
つ
村
落
の
中
心
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
オ
ト
ナ
を
階
層
と
見
る
か
身
分
と
見
る
か
、
と
い
っ
た
議
論
に
は
、

い
ま
だ
決
定
的
な
も
の
が
な
い
。
オ
ト
ナ
を
階
層
と
す
る
説
は
古
く
か
ら
あ
る
。
石

田
善
人
氏
は
、
オ
ト
ナ
は
名
主
の
名
か
ら
選
ば
れ
た
と
す
る（

5
）が

、
そ
も
そ
も
石
田
氏

は
こ
の
時
期
の
惣
を
名
主
連
合
が
小
農
民
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
そ

の
中
心
が
す
な
わ
ち
オ
ト
ナ
だ
と
す
る
の
み
で
、
論
拠
は
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

関
口
恒
雄
氏
も
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
は
一
定
の
家
格
を
伴
う
階
層
だ
と
す
る（

6
）が
、
そ
の

根
拠
は
、
大
夫
、
別
当
、
検
校
な
ど
の
官
途
名
を
持
つ
こ
と
の
み
で
あ
る
。
三
浦
圭

一
氏
も
、
オ
ト
ナ
を
加
地
子
得
分
を
持
つ
名
主
と
す
る（

7
）が

、
井
上
聡
氏
に
よ
っ
て
そ

の
説
の
根
拠
と
す
る
史
料
の
解
釈
を
否
定
さ
れ
て
い
る（

8
）。

一
方
、
オ
ト
ナ
を
身
分
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
脇
田
晴
子
氏
は
、
惣
中
の
身
分
構

成
は
平
等
だ
っ
た
と
す
る（

9
）。
だ
が
こ
れ
は
、
乙
名
と
い
う
名
称
が
近
世
〜
現
代
ま
で
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の
近
江
全
体
に
見
ら
れ
る
地
域
的
風
習
に
よ
っ
て
入
座
年
齢
順
構
成
で
あ
っ
た
と
す

る
推
測
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
菅
浦
惣
は
在
家
の
均
等
役

負
担
の
原
則
の
も
と
に
構
成
さ
れ
、
構
成
員
の
中
か
ら
年
齢
順
に
選
ば
れ
た
の
が
オ

ト
ナ
だ
と
す
る（
10
）。

だ
が
、
均
等
役
負
担
と
オ
ト
ナ
が
平
等
に
選
ば
れ
た
と
す
る
こ
と

の
因
果
関
係
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
は
、
村
落
の
構
成
員
は
皆
、
一
定

以
上
の
負
担
に
た
え
う
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
現
実
に

は
そ
の
内
部
に
経
済
格
差
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
氏
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ

の
上
層
が
オ
ト
ナ
だ
と
従
来
は
理
解
さ
れ
て
き
た
。
均
等
役
負
担
の
み
で
オ
ト
ナ
が

平
等
に
選
ば
れ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
村
落
内
の
経
済
格
差
を
重
視
す
る
考
え
や
オ
ト
ナ
と
い
う
語
の
も
つ
イ

メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
い
る
の
み
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
分
析
に
基
づ
く
も
の
は
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
田
中
克
行
氏
で
あ
る（
11
）。

田

中
氏
は
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
は
全
在
家
の
中
か
ら
平
等
に
選
ば
れ
、
階
層
の
区
別
は
な

い
と
し
た
。
だ
が
、
氏
は
、
井
上
氏
の
論
を
引
用
し
、
オ
ト
ナ
を
名
主
と
す
る
三
浦

氏
の
説
を
否
定
し
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
が
固
定
さ
れ
た
支
配
階
層
だ
と
す
る
説
は
ま
っ

た
く
史
料
的
根
拠
が
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
し
た
が
っ
て
年
齢
階
梯
的
な
制

限
以
外
は
存
在
せ
ず
」
と
す
る
の
み
で
、
消
去
法
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
具

体
的
な
論
拠
を
示
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
は
階
層
だ
と
す
る
説
に
根
拠
が
な
い

こ
と
は
確
か
だ
が
、
オ
ト
ナ
を
身
分
だ
と
す
る
説
も
そ
の
分
析
は
不
十
分
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
署
判
、
い
わ
ゆ
る
花
押
・
略
押
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
の
実
態
に
迫
り
た
い
。

一

菅
浦
に
お
け
る
オ
ト
ナ

菅
浦
の
オ
ト
ナ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
署
判
、
い
わ
ゆ
る
花
押
・
略

押
に
注
目
す
る
。
花
押
と
は
、「
自
署
の
代
り
に
用
い
ら
れ
る
記
号
も
し
く
は
符
号

で
あ
」
り
、「
自
署
す
る
本
人
が
他
人
に
ま
ね
の
で
き
な
い
本
人
独
自
の
筆
跡
を
も

と
う
と
す
る
、
は
っ
き
り
し
た
目
的
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
（
中
略
）
本
人
た

る
こ
と
を
証
示
す
る
」
も
の
と
あ
る（
12
）。

一
方
、
略
押
は
、「
簡
略
化
さ
れ
た
花
押
」

と
あ
る（
13
）。

花
押
は
、
個
人
を
特
定
す
る
た
め
の
も
の
と
同
時
代
の
人
々
に
も
認
識
さ
れ
て
い

た
。
例
え
ば
、
秀
吉
の
奥
州
平
定
後
に
起
こ
っ
た
大
崎
・
葛
西
一
揆
に
関
わ
っ
た
と

の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
伊
達
政
宗
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
書
状
に
据
え

ら
れ
た
花
押
が
自
分
の
も
の
と
違
う
と
主
張
し
、
結
果
、
認
め
ら
れ
て
い
る（
14
）。

真
偽

は
別
と
し
て
、
花
押
が
本
人
の
も
の
と
同
じ
か
た
ち
で
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が

自
他
と
も
に
共
通
の
認
識
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
武
士
、
い
わ
ゆ
る
支
配

階
級
の
事
例
だ
が
、民
衆
レ
ベ
ル
で
も
、次
の
事
例
か
ら
、そ
う
い
っ
た
認
識
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
備
中
国
新
見
荘
の
三
職
が
安
富
氏
の
代
官
請
負
を
排
斥
し
て
領

主
で
あ
る
東
寺
の
直
務
を
訴
え
た
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
中

で
三
職
の
三
人
は
、
安
富
氏
排
斥
を
東
寺
に
訴
え
る
注
進
状
が
安
富
方
に
漏
れ
た
場

合
に
備
え
、本
当
の
自
分
た
ち
の
花
押
と
は
別
の
判
を
使
用
し
た
、と
述
べ
て
い
る（
15
）。

つ
ま
り
、
彼
ら
も
、
花
押
と
い
う
も
の
が
文
書
に
お
い
て
い
か
に
重
要
な
も
の
だ
っ

た
か
を
共
通
の
理
解
と
し
て
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
個
人
を
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
性
格
か
ら
、
研
究
者
の
間
で
も
、
花
押
は
重
要
視

さ
れ
て
き
た
。
史
料
集
に
も
個
人
の
花
押
が
収
録
さ
れ（
16
）、

ま
た
、
花
押
の
み
を
集
め
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た
史
料
集
も
出
版
さ
れ
て
い
る（
17
）。ま

た
、花
押
に
関
し
て
は
、多
く
の
研
究
が
あ
る
。

一
方
、
略
押
は
、
花
押
な
ど
の
自
署
サ
イ
ン
の
一
類
例
程
度
に
し
か
説
明
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
村
落
文
書
に
お
い
て
圧
倒
的
多
数
な
の
は
略
押
で
あ
る
。
ま

た
、
花
押
と
略
押
か
ら
は
識
字
の
問
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
注
目
す
る

の
が
、
大
山
喬
平
氏
の
指
摘
で
あ
る（
18
）。

大
山
氏
は
、
村
落
に
お
い
て
中
核
的
で
あ
っ

た
村
落
領
主
な
ど
村
落
上
層
は
、
村
落
支
配
に
必
要
不
可
欠
な
実
務
能
力
で
あ
る
読

み
書
き
・
計
算
の
で
き
る
者
だ
っ
た
と
し
た
。
村
落
文
書
の
中
に
見
ら
れ
る
花
押

は
、
村
落
内
で
経
済
的
に
上
層
で
あ
り
、
ま
た
、
村
落
運
営
の
中
核
だ
っ
た
彼
ら
の

も
の
だ
と
し
た
。
大
山
氏
の
指
摘
は
前
期
村
落
を
想
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
中

世
を
通
じ
て
の
一
般
的
な
常
識
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
後
期
村
落
に
お
い
て

も
、
運
営
の
中
核
は
こ
う
し
た
者
た
ち
だ
ろ
う
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
工

藤
敬
一
氏
は
、
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
山
城
国
上
久
世
荘
百
姓
等
連
署
起
請
文
を

と
り
あ
げ
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る（
19
）。

八
八
名
の
連
署
の
内
、
最
初
の
一
八

人
の
累
判
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
花
押
で
あ
り
、
こ
れ
は
惣
村
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
彼

ら
だ
け
が
字
を
書
け
る
者
だ
と
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
略
押
は
、
小
百
姓
た
ち
の
も

の
で
あ
る
と
。

こ
う
い
っ
た
理
解
を
踏
ま
え
、「
菅
浦
文
書
」
に
お
け
る
署
判
を
検
討
す
る
。

【
史
料
1
】
菅
浦
惣
中
借
銭
状
（「
菅
」
二
五
四
）

借
用
申
御
料
足
之
事

合
廿
七
貫
文
者

右
件
之
御
料
足
者
、
何
時
成
共
（
中
略
）
仍
而
為
後
日
借
状
如
件

借
主
菅
浦
惣
中二

郎
大
夫
（
略
押
）

清
三
郎（
検
校
）

才
才
（
略
押
）

清
内
大
夫
（
略
押
）

永
禄
十
一
年
十
二
月
廿
日

与
五
郎
別
当
（
略
押
）

三
郎
左
近
（
略
押
）

藤
四
郎
（
略
押
）

浅
井
木
工
助
殿

新
三
郎
大
夫
（
略
押
）

参

六
郎
左
衛
門
尉
（
略
押
）

二
郎
兵
衛
（
略
押
）

三
郎
大
夫
（
略
押
）

こ
れ
は
浅
井
氏
に
宛
て
た
借
状
だ
が
、
署
名
し
て
い
る
一
〇
人
の
署
判
は
、
た
だ
の

丸
で
は
な
く
一
筆
加
え
た
形
跡
は
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
目
瞭
然
で
略
押
で
あ

る
。
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【
史
料
2
】
菅
浦
借
銭
状
（「
菅
」
九
二
九
）

借
用
申
御
料
足
之
事

合
廿
八
貫
五
百
文
者

三
文
子
也

右
件
之
御
料
足
者
、
何
時
成
共
（
中
略
）
仍
而
為
後
日
借
状
如
件
、

与
五
郎
別
当
（
略
押
）

清
内
大
夫
（
略
押
）

永
禄
十
二
年
十
二
月
廿
八
日

清
三
郎（
検
校
）

才
（
才
（
略
押
）

二
郎
大
夫
（
略
押
）

二
郎
兵
衛
（
略
押
）

三
郎
左
近
（
略
押
）

三
郎
大
夫
（
略
押
）

藤
四
郎
（
略
押
）

新
三
郎
大
夫
（
略
押
）

浅
井
木
工
助
殿

六
郎
左
衛
門
尉
（
略
押
）

参

こ
れ
は
【
史
料
1
】
の
翌
年
の
も
の
だ
が
、
順
番
こ
そ
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
署
名

し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
は
一
〇
人
す
べ
て
【
史
料
1
】
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼

等
の
署
判
は
全
て
略
押
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
一
〇
人
が
一
〇

人
と
も
、
一
年
前
の
も
の
と
全
く
別
の
か
た
ち
の
も
の
を
据
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

酒
井
紀
美
氏
は
、
略
押
と
は
言
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
同
じ
か
た
ち
の
も
の
を
書
こ

う
と
し
た
、
決
し
て
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
書
く
わ
け
で
は
な
い
と
す
る（
20
）が

、
こ

れ
ら
を
見
る
限
り
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
略
押
で
さ
え
こ
れ
だ
け
か
た

ち
が
安
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
略
押
し
か
据
え
ら
れ
な
い
者
だ
っ
た
と

言
い
き
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
菅
浦
の
文
書
に
お
け
る
署
判
に
対
す
る
認
識
を
窺
え
る
史
料
を
提
示
す

る【
史
料
3
】
菅
浦
惣
中
証
文
（「
菅
」
二
六
一
）

態
以
書
状
申
入
候
、
仍
新
三
郎
殿
様
よ
り
公
事
舟
之
儀（
中
略
）お
と
な
二
人
・

中
老
二
人
・
若
衆
二
人
、
以
上
六
人
加
判
進
候
上
ハ
、
於
以
後
少
も
如
在
有
間

敷
候
、
仍
為
後
日
証
文
状
如
件
、

天
文
十
一
年
正
月
廿
一
日

西
之

東
は
ま

ま
こ
大
郎
（
別
）

へ
ん
当
（
略
押
）

新
三
郎
大
夫
（
略
押
）

同
源
三
郎
（
略
押
）

同
平
四
郎
（
略
押
）

同
兵
衛
三
郎
（
略
押
）

同
藤
介
（
略
押
）

柴
与
一
左
衛
門
尉
殿

人
々
御
中

ま
い
る



署
判
か
ら
み
る
オ
ト
ナ
の
実
態

五
九

「
加
判
」
の
上
は
、
と
い
う
文
言
か
ら
、
署
判
を
据
え
る
こ
と
で
こ
の
文
書
が
正

文
と
し
て
一
定
の
証
拠
能
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は

わ
か
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
署
判
は
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
み
な
略
押
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
惣
の
代
表
者
の
署
判
が
略
押
で
あ
っ
て
も
、
何
の

問
題
も
な
く
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
で
は
個
人
を
特
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
と
き
ど
き
の
代
表
者
が
意
思
決
定

の
場
に
参
加
し
、合
意
の
証
と
し
て
サ
イ
ン
を
す
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
、そ
れ
が
、

花
押
か
略
押
か
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
の
署
判
を
見
る
。「
菅
浦
文
書
」「
菅
浦
家
文
書（
21
）」

の
内
、

菅
浦
の
オ
ト
ナ
の
署
名
の
あ
る
文
書
を
素
材
と
し
て
見
て
い
く
。
対
象
と
す
る
の

は
、
菅
浦
に
お
い
て
オ
ト
ナ
制
度
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
一
五
世
紀
初
以
降（
22
）の

も
の

と
す
る
。
そ
の
全
て
を
見
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
内
、
置
文
、
借

状
、
売
券
、
宛
行
状
、
免
許
状
か
ら
一
点
ず
つ
を
提
示
す
る（
23
）。

【
史
料
4
】
菅
浦
惣
庄
日
差
・
諸
河
畠
代
田
免
状
（「
菅
」
三
七
六
）

さ
た
む
る
ひ
さ
し
・
も
ろ
か
わ
畠
代
田
事

合
五
反
者

右
此
畠
代
田
ハ
、
所
持
の
人
数
惣
庄
へ
わ
ひ
事
申
候
に
よ
ん
て
（
中
略
）
仍
免

状
如
件
、

寛
正
二
二
年
未
六
月
廿
二
日

念
阿
弥
（
略
押
）

常
願
（
略
押
）

宗
圓
（
略
押
）

性
阿
（
略
押
）

京
善
（
略
押
）

【
史
料
5
】
菅
浦
地
下
置
文
（「
菅
」
二
二
九
）

定

地
下
法
度
置
文
之
事

親
と
し
て
子
ニ
ゆ
つ
り
宛
証
文
も
ち
い
す
し
て
、
我
々
ニ
任
雅
意
ニ
ふ
る
ま
う

事
、
無
勿
体
題
目
な
り
、（
中
略
）
仍
置
文
状
如
斯
、

善
阿
弥
（
花
押
）

道
妙
（
略
押
）

延
徳
参
年
九
月
八
日

慈
願
（
花
押
）

浄
願
（
略
押
）

高
阿
弥
（
花
押
）



滋
賀
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経
済
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要

第
四
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九
号

六
〇

【
史
料
6
】
菅
浦
惣
庄
宛
行
状
（「
家
」
三
三
）

充
行
畠
下
地
之
事

合
三
畝
者
、
在
所
赤
崎

右
件
畠
之
元
者
、
小
牛
六
郎
次
郎
雖
為
名
地
之
内
、（
中
略
）
証
文
如
件
、

惣
庄

一
老

専
阿
ミ
（
略
押
）

永
正
十
六
年
己
卯
十
二
月
廿
三
日

二
老

四
位
（
略
押
）

【
史
料
7
】
菅
浦
東
村
料
足
預
り
状
（「
菅
」
八
八
一
）

預
申
御
料
足
之
事

合
四
拾
貫
文
者

右
件
御
料
足
者
、
菅
浦
東
村
家
々
け
ふ
り
立
間
、（
中
略
）
仍
為
後
日
預
状
如

件
、

菅
浦
東

天
文
五
年
八
月
廿
四
日

惣
庄

長
阿
弥
（
花
押
）

与
四
郎
（
略
押
）

新
三
郎
（
略
押
）

次
郎
大
夫
（
花
押
）

助
四
郎
（
略
押
）

六
郎
左
衛
門
（
略
押
）

中
村
甚
左
衛
門
尉
殿

御
使

左
近
三
郎

ま
い
る

孫
九
郎

【
史
料
8
】
菅
浦
惣
中
田
地
売
券
（「
家
」
八
一
）

永
代
売
渡
申
田
地
之
事

合
卅
蒔
者
（
在
所
略
）

右
件
之
田
地
之
元
者
、
菅
浦
惣
中
雖
為
知
行
、
依
有
直
用
要
、（
中
略
）
仍
而



署
判
か
ら
み
る
オ
ト
ナ
の
実
態

六
一

為
後
日
証
文
如
件

売
主
菅
浦
惣
中

永
禄
十
一
年
戊
辰
四
月
廿
一
日

小
三
郎
（
略
押
）

六
郎
才
才
（
略
押
）

様
々
な
性
格
の
文
書
に
署
名
し
た
オ
ト
ナ
の
署
判
を
見
た
が
、
共
通
し
て
言
え
る
の

は
、
オ
ト
ナ
の
ほ
と
ん
ど
が
略
押
し
か
据
え
ら
れ
な
い
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
今
回
提
示
し
た
も
の
に
限
ら
ず
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ

る
。こ

れ
ら
か
ら
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
菅
浦
に
お
い
て
は
字
の
書
け
な
い
者
で
も
オ

ト
ナ
に
な
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
村
落
内
部
に
は
経
済
的
な
格
差
が
存
在

し
た
。
そ
う
し
た
格
差
は
、
先
に
挙
げ
た
上
久
世
荘
の
起
請
文
に
据
え
ら
れ
た
様
々

な
署
判
の
事
例
に
も
窺
え
る
。
従
来
は
、
こ
の
内
の
花
押
を
据
え
て
い
る
よ
う
な
者

た
ち
が
オ
ト
ナ
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
今
回
見
た
よ
う
に
、
菅
浦
に

お
い
て
は
、
オ
ト
ナ
に
識
字
力
が
必
ず
し
も
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

二

オ
ト
ナ
の
代
替
り

菅
浦
に
お
い
て
は
、
字
の
書
け
る
者
、
す
な
わ
ち
村
落
内
の
有
力
者
で
あ
り
、
運

営
と
い
う
実
務
に
も
必
要
不
可
欠
な
能
力
を
持
つ
者
が
、
運
営
の
中
心
に
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
見
た
。
つ
ま
り
、
字
の
書
け
な
い
者
で
も
、
惣
の
意
志
決
定

の
場
に
参
加
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
見
た
。
つ
ま
り
、
経
済
力
や
識
字
力
よ
り
も
優

先
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
を
満
た
す
者
が
、
菅
浦
に
お
い
て
は
オ
ト
ナ
と
な
れ
る
と
い

う
、い
わ
ば
村
落
の
秩
序
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
こ
で
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
。

は
じ
め
に
も
触
れ
た
が
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
に
は
、
代
名
詞
の
よ
う
に
「
廿
人
」
と

い
う
語
が
使
わ
れ
る
。
だ
が
、
同
時
期
に
二
〇
人
全
て
を
確
認
で
き
る
の
は
、
文
明

三
年
の
置
文
案
（「
菅
」
六
三
二
）
の
み
で
、
そ
の
時
期
以
外
は
二
〇
人
全
て
を
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。文
書
へ
の
署
名
も
、脇
田
晴
子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に（
24
）、

ま
た
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
史
料
の
よ
う
に
、
二
人
で
あ
っ
た
り
五
人
で
あ
っ
た
り

と
様
々
で
あ
る
。

だ
が
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
署
名
者
に
定
数
を
持
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
文
書

が
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
に
提
示
し
た
【
史
料
1
・
2
】
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

永
禄
一
一
・
一
二
年
に
浅
井
氏
に
宛
て
た
借
状
で
あ
る
。
署
名
者
に
注
目
す
る
と
、

順
番
こ
そ
異
同
は
あ
る
も
の
の
、一
〇
人
と
も
全
て
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。次
に
、

そ
の
翌
年
の
借
状
を
提
示
す
る
。

【
史
料
9
】
菅
浦
惣
中
料
足
借
用
状
（「
菅
」
一
六
〇
）

借
用
申
御
料
足
之
事



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

第
四
十
九
号

六
二

合
廿
三
貫
四
百
文
者

但
三
文
子
也

右
件
之
御
料
足
者
、
何
時
成
共
三
文
子
ニ
利
を
加
へ
候
て
（
中
略
）
仍
而
為
後

日
証
文
如
件

菅
浦

与
五
郎
別
当
（
略
押
）

清
内
大
夫
（
略
押
）

元
亀
元
年
十
二
月
廿
九
日

惣
中

清
三
郎（
検
校
）

才
才
（
略
押
）

三
郎
左
近
（
略
押
）

藤
四
郎
（
略
押
）

新
三
郎
大
夫
（
略
押
）

六
郎
左
衛
門
尉
（
略
押
）

二
郎
兵
衛
（
略
押
）

三
郎
大
夫
（
略
押
）

与
三
郎
別
当
（
略
押
）

浅
井
木
工
助
殿

参

【
史
料
9
】
に
も
一
〇
人
の
署
名
が
あ
る
が
、【
史
料
1
・
2
】
に
見
ら
れ
た
二
郎

大
夫
の
名
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
り
に
与
三
郎
別
当
の
名
が
新
た
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
借
状
に
お
い
て
の
定
員
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
、
欠
員
の
際
の
補
充
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
推
測
が
で
き
る
。
こ
の
二
人
を
除
く
八
人

の
名
は
【
史
料
1
・
2
・
9
】
全
て
に
共
通
す
る
。
本
来
な
ら
、
前
年
・
前
々
年
同

様
、
二
郎
大
夫
も
こ
こ
に
名
を
連
ね
る
は
ず
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
彼

の
名
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
死
去
か
引
退
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
当
な
高
齢
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、

中
世
に
お
い
て
民
衆
の
実
年
齢
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
に
困
難

で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
程
度
の
推
測
は
で
き
る
。
こ
の
内
、
与
五
郎
別
当
と
清
内
大

夫
の
名
が
、
永
禄
六
年
一
月
十
日
の
借
銭
状
（「
菅
」
三
七
四
）
に
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
の
あ
る
程
度
以
上
の
期
間
の
オ
ト
ナ
と
し
て
の
活
動
が
窺
え
、
こ
こ

に
署
名
し
て
い
る
一
〇
人
に
も
、
惣
構
成
員
と
し
て
の
長
さ
が
想
定
で
き
る
。

三

菅
浦
に
お
け
る
荘
官

菅
浦
は
正
式
に
荘
園
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。だ
が
、領
主
が
存
在
し
、

年
貢
を
納
め
て
い
た
以
上
、
実
態
と
し
て
は
荘
園
と
し
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
一
五
世
紀
以
降
の
菅
浦
に
も
様
々
な
荘
官
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

荘
官
に
は
、
荘
園
領
主
か
ら
派
遣
さ
れ
る
者
と
在
地
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
る
者
の

二
種
類
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
荘
園
領
主
と
の
結
び
つ

き
を
持
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
一
般
的
な
理
解
で
は
、
荘
園
領
主
は
彼
ら
を
通
じ
て

村
落
支
配
を
進
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
菅
浦
に
お
い
て
確
認
で
き
る

荘
官
の
内
、比
較
的
関
連
資
料
の
多
い
公
文
、山
門
花
王
院
の
政
所
で
あ
っ
た
道
清
、

ま
た
、
荘
官
で
は
な
い
が
、
近
世
に
は
代
官
と
な
る
新
二
郎
家
に
つ
い
て
み
る
。

ま
ず
、
公
文
だ
が
、「
菅
浦
文
書
」「
菅
浦
家
文
書
」
の
内
、
公
文
に
関
す
る
文
書

は
計
一
六
点
あ
る（
25
）。
公
文
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
明
応
九
年
の

定
書
（「
菅
」
二
二
五
）
に
公
文
の
諸
公
事
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

何
ら
か
の
役
割
を
期
待
し
て
領
主
か
ら
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、

不
明
な
点
の
方
が
多
く
、
例
え
ば
、「
慈
西
」（「
菅
」
三
三
五
）、「
俊
胤
」（「
菅
」

八
三
〇
）、「
新
三
郎
」（「
菅
」
二
二
四
）
と
様
々
な
名
前
が
見
え
、
一
族
か
も
わ
か

ら
な
い
。
ど
の
領
主
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
も
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
領
主
か
ら
派
遣
さ

れ
た
者
か
在
地
か
ら
選
ば
れ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い（
26
）。

唯
一
は
っ
き
り
す
る
の
は
、

署
名
の
際
に
「
公
文
」
と
肩
書
に
現
れ
る
程
度
で
あ
り（
27
）、

赤
松
俊
秀
氏
以
来
い
わ
れ
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て
い
る（
28
）よ

う
に
、
そ
の
得
分
は
菅
浦
惣
に
買
得
さ
れ
、
ま
た
、
菅
浦
惣
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
菅
浦
に
お
け
る
公
文
も
、
領
主
に
よ
っ
て
置
か
れ
た

の
は
確
か
だ
が
、
菅
浦
に
お
い
て
積
極
的
な
機
能
を
果
た
し
た
形
跡
は
な
く
、
有
名

無
実
化
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

次
に
、
花
王
院
か
ら
政
所
に
任
命
さ
れ
た
道
清
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。
政
所
と
は

い
っ
て
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
政
所
と
し
て
の
具
体
的
な
役
割
は
窺
え
ず
、
道

清
個
人
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
な
る
。

【
史
料
10
】
花
王
院
証
重
下
知
状
（「
菅
」
四
八
）

下
知（
菅
）

管
浦
年
貢
事

古
帳
分
者
十
二
三
石
有
之
、
近
年
前
田
六
石
有
名
無
実
也
、（
中
略
）
次
政
所

事
者
、
任
由
緒
之
旨
、
新
九
郎
二
申
付
畢
、
給
分
者
可
為
五
石
之
外
也
、（
異

筆
）「
代
官
事
者
廿
人
申
付
畢
」
然
者
（
中
略
）
仍
下
知
如
件
、

花
王
院

文
明
弐
年
庚
寅
卯
月
十
三
日

証
重
（
花
押
）

こ
こ
に
は
、
政
所
に
任
じ
る
の
は
「
新
九
郎
」
と
あ
る
が
、
花
王
院
証
重
下
知
状
案

（「
菅
」
八
四
〇
）
や
請
文
案
（「
菅
」
一
二
六
）
を
見
る
限
り
、
清
九
郎
（
出
家
名

が
道
清
）
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
清
九
郎
、
つ
ま
り
道
清

が
政
所
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、同
時
に
オ
ト
ナ
が
領
主
で
あ
る
花
王
院
か
ら「
代

官
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
こ
の
道
清
が
ど
う
い
っ
た
人
物
だ
っ
た
か
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
み
て
い

く
。
ま
ず
、【
史
料
10
】
に
あ
る
よ
う
に
、
前
田
の
内
に
、
花
王
院
へ
納
め
る
五
石

を
除
い
た
分
か
ら
の
得
分
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
史
料
11
】
道
清
料
足
寄
進
状
（「
菅
」
八
四
三
）

寄
進
申
料
足
之
事

合
弐
貫
文
者

右
用
途
者
、
道
清
之
為
後
生
菩
提
、
惣
庄
廿
人
宿
老
之
中
へ
寄
進
申
候
処
（
中

略
）
念
仏
を
御
申
あ
る
へ
く
候
、
仍
為
後
日（マ
マ
）
遠
進
状
如
件
、

文
明
二
年
庚
寅
卯
月
廿
日す

か
の
う
ら

寄
進
主

道
清
（
花
押
）

こ
こ
で
は
、
自
分
の
後
生
菩
提
の
為
に
二
貫
文
の
寄
進
を
し
て
い
る
。
二
貫
文
と
い

う
額
の
多
少
は
別
と
し
て
、一
定
以
上
の
経
済
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、

彼
の
署
判
を
見
る
限
り
、
字
が
書
け
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
村
落
内
で
も
有
力

な
者
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

荘
園
領
主
か
ら
す
る
と
、
彼
の
よ
う
な
人
物
を
把
握
す
る
こ
と
で
村
落
支
配
を
円

滑
に
行
お
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
道
清
を
政
所
に
任
じ
た
の
も
肯
け
る
。
一

般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
こ
う
い
う
人
物
が
村
落
の
中
核
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
き

た
。で

は
、
こ
の
道
清
を
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、

彼
の
署
名
の
あ
り
方
で
あ
る
。【
史
料
11
】
を
見
る
と
、「
す
か
の
う
ら

道
清
」
と

署
名
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
政
所
と
い
う
身
分
を
前
面
に
出
し
て
い
な
い
こ
と
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が
わ
か
る
。
先
に
見
た
、
署
名
の
際
に
「
公
文
」
を
使
う
者
と
比
較
す
る
と
対
照
的

で
あ
る
。
次
に
、
彼
が
領
主
か
ら
政
所
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し

て
い
た
か
、
を
見
る
。
先
に
、
道
清
が
政
所
に
、
オ
ト
ナ
が
代
官
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見
た
。
つ
ま
り
、
領
主
で
あ
る
花
王
院
か
ら
す
る
と
、
政
所

と
代
官
と
い
う
二
種
類
の
荘
官
を
通
じ
て
村
落
支
配
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
だ
が
、
そ
の
翌
々
年
に
作
成
さ
れ
た
置
文
案
（「
菅
」
六
三
二
）
を
見
る

と
、
文
明
三
年
、
つ
ま
り
、【
史
料
10
】
の
翌
年
の
オ
ト
ナ
全
員
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
道
清
の
名
も
見
ら
れ
る
。
領
主
か
ら
す
る
と
、
村
落
支
配
の
た
め
に

政
所
に
任
じ
た
道
清
も
、
菅
浦
と
い
う
村
落
の
秩
序
の
中
で
は
、
あ
く
ま
で
も
二
〇

人
の
オ
ト
ナ
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
村
落
内
の
政
所
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
同
じ
近
江
の
奥
嶋
荘
に
つ
い

て
見
て
み
る
。『
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
文
書（
29
）』

を
見
る
限
り
、
政
所
関
係
の
文

書
は
五
点
あ
る（
30
）。

内
一
点
は
延
暦
寺
政
所
の
下
文
、
内
二
点
は
寄
進
状
だ
が
、
残
り

二
点
は
掟
書
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一
点
を
提
示
す
る
。

【
史
料
12
】
奥
嶋
惣
庄
置
文
（「
奥
」
一
八
二
）

定
奥
嶋
を
き
文
事

一
さ
い
け
を
ひ
き
、
し
ふ
や
く
を
は
つ
す
と
も
か
ら
ニ
を
い
て
ハ
、
ゑ
い
代

ち
下
の
人
し
ふ
に
入
可
か
ら
さ
る
事

（
中
略
）

右
を
き
文
如
件
、

さ
た
人
（
花
押
）

を
と
な
（
略
押
）

明
応
元
年
十
二
月
四
日

奥
嶋
政
所
貞
正
（
花
押
）

オ
ト
ナ
と
は
別
に
、
政
所
が
置
文
の
作
成
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同

じ
近
江
の
村
落
と
比
較
し
て
も
、菅
浦
に
お
い
て
は
、村
落
の
秩
序
が
前
面
に
現
れ
、

荘
官
が
機
能
し
な
い
構
造
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
荘
官
で
は
な
い
が
、
中
世
に
お
い
て
も
有
力
な
家
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

新
二
郎
家
に
つ
い
て
見
る
。
近
世
に
膳
所
藩
の
代
官
と
な
る
新
二
郎
家
だ
が
、
彼
に

つ
い
て
も
詳
し
く
わ
か
る
史
料
は
多
く
な
い
。
当
主
は
代
々
新
二
郎
を
名
乗
り
、
隠

居
後
は
頓
阿
弥
と
名
乗
り
、
興
徳
庵
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る（
31
）。

た
だ
、
彼
が
菅
浦
の
中
で
有
力
な
家
の
者
だ
っ
た
こ
と
は
、「
菅
浦
家
文
書
」
に
多

く
残
さ
れ
る
売
券
か
ら
わ
か
る
。
一
六
世
紀
を
通
じ
て
見
る
と
、
文
亀
年
間
に
は
一

点
、
永
正
年
間
に
一
四
点
、
大
永
年
間
に
七
点
、
享
禄
年
間
に
六
点
、
天
文
年
間
に

一
五
点
、
永
禄
年
間
に
九
点
、
元
亀
年
間
に
六
点
、
天
正
年
間
に
三
七
点
と
、
多
少

の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
非
常
に
多
く
の
土
地
集
積
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
世

に
代
官
と
な
る
こ
と
も
そ
の
反
映
か
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
13
】
新
二
郎
処
分
状
（「
家
」
七
五
）

ゆ
つ
り
わ
た
す
田
畠
之
事

合
一
所

平
次
郎
卅
苅

さ
ん
は
く
せ
ん
十
五
文

（
以
下
、
略
）

新
二
郎
（
花
押
）

永
六
五
年
四
月
四
日
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五

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
署
判
が
立
派
な
花
押
で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
だ
が
、
先
の
清
九
郎
も
そ
う
だ
が
、
新
二
郎
の
名
が
常
に
オ
ト
ナ
と
し

て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
史
料
的
な
制
約
も
あ
る
が
、
例
え
ば
こ
の
永
禄
年
間
は
比

較
的
多
く
の
オ
ト
ナ
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（
32
）。

だ
が
、
彼
ら
の
名
は
そ
の

中
に
は
見
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
清
九
郎
や
新
二
郎
の
よ
う
に
、
経
済
的
に
も
上
層
で
領
主
か
ら
把
握
さ

れ
る
よ
う
な
者
た
ち
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
オ
ト
ナ
に
な
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
署
判
、
い
わ
ゆ
る
花
押
・
略
押
を
素
材
に
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
に
つ
い

て
見
て
き
た
。
お
お
ま
か
に
整
理
す
る
と
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
に
は
略
押
し
か
据
え
ら

れ
な
い
者
が
多
く
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
菅
浦
で
は
略

押
し
か
据
え
ら
れ
な
い
者
で
も
オ
ト
ナ
に
な
れ
た
、
つ
ま
り
、
意
思
決
定
の
場
に
参

加
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
落
内
に
お
い
て
、
経
済
的
に
上
位
で

あ
り
、
運
営
に
必
要
な
読
み
書
き
と
い
う
実
務
能
力
を
備
え
た
者
が
村
落
の
中
核
に

あ
っ
た
と
い
う
一
般
的
な
理
解
と
は
ま
る
で
違
う
構
造
の
村
落
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
菅
浦
に
お
い
て
は
、
識
字
力
や
経
済
力
よ
り
優
先
さ
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
構
成
員
と
し
て
の
年
数
で
あ
っ
た
。
惣
構
成
員
と
し
て
惣
に
貢

献
す
る
こ
と
、
そ
の
年
数
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
惣
内
で
も
序
列
が
上
が
り
、
意
思

決
定
の
場
に
参
加
す
る
権
利
を
得
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
、
い
わ
ば
村
落
内
の

論
理
は
、
荘
園
領
主
か
ら
荘
官
に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
な
有
力
者
に
対
し
て
も
機
能
し

た
。
事
実
、
菅
浦
に
も
荘
官
に
任
じ
ら
れ
た
者
の
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
菅
浦
に
お
け
る
荘
官
の
具
体
的
な
機
能
や
活
動
の
形
跡
は
ご
く
乏
し

い
。
こ
れ
は
、
村
落
側
の
秩
序
が
領
主
側
の
論
理
に
優
越
し
、
荘
官
の
機
能
や
役
割

を
吸
収
し
、
埋
没
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
い
っ
た
菅
浦
と
い
う
村
落
の
あ
り
方
は
、
大
浦
と
の
長
年
の
相
論
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
村
落
と
し
て
の
利
権
の
獲
得
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
利
権
の
獲
得
に
は
、
村
落
が
持
つ
力
を
最
大
限
に
発

揮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
村
落
内
の
一
部
の
有
力
者
の
み
で
は
な
く
、
村

落
構
成
員
す
べ
て
が
共
通
の
利
害
の
た
め
に
活
動
で
き
る
構
造
が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
れ
が
菅
浦
に
お
け
る
オ
ト
ナ
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菅
浦
の
オ

ト
ナ
に
つ
い
て
一
言
で
言
う
な
ら
、
階
層
で
は
な
く
身
分
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に

な
る
。
こ
う
し
た
経
済
力
や
家
格
に
優
先
す
る
秩
序
を
持
つ
、
自
律
性
の
強
い
村
落

は
、
中
世
村
落
の
一
つ
の
達
成
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
字
の
書
け
な
い
者
で
も
オ
ト
ナ
に
な
れ
た
菅
浦
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
識
字
層
を
確
保
し
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
考

え
得
る
の
が
、
村
落
内
に
字
の
書
け
る
者
を
構
成
員
と
し
て
確
保
し
て
お
く
こ
と
だ

ろ
う
。一
で
見
た
よ
う
に
、菅
浦
に
字
の
書
け
る
者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

三
で
見
た
清
九
郎
や
新
二
郎
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
清
九
郎
は
オ
ト
ナ
だ
っ
た
が
、

そ
れ
は
年
齢
や
村
落
へ
の
貢
献
と
い
う
別
の
秩
序
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
彼

が
相
当
な
高
齢
だ
っ
た
こ
と
は
【
史
料
11
】
で
「
為
後
生
菩
提
」
に
寄
進
を
し
て
い



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

第
四
十
九
号

六
六

る
こ
と
、
そ
の
翌
々
年
に
死
去
し
て
い
る
こ
と（
33
）か

ら
窺
え
る
。
ま
た
、
新
二
郎
は
、

有
力
者
で
あ
り
な
が
ら
、
オ
ト
ナ
と
し
て
確
認
で
き
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し

た
字
を
書
け
る
者
が
、
菅
浦
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
オ
ト
ナ
に

な
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
想
定
し
う
る
の
が
、
寺
僧
で

あ
る
。
天
文
年
間
、
越
前
国
江
良
浦
に
お
い
て
旅
の
僧
を
村
落
に
留
ま
ら
せ
、
読
み

書
き
の
手
習
い
を
さ
せ
た
と
い
う
例
が
あ
る（
34
）。

ま
た
、
和
泉
国
日
根
野
荘
の
事
例
だ

が
、『
政
基
公
旅
引
付（
35
）』

永
正
元
年
四
月
十
三
日
条
に
、「
俊
通
卿
奉
行
方
之
番
頭
等

参
（
中
略
）
各
申
云
、
文（
盲
）

忙
之
者
共
候
、
罷
帰
香
積
院
ニ
読
せ
申
承
候
て
、
地
下
又

加
評
議
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
村
落
に
お
け
る
多
く
の
者
は
文
盲
で
あ
り
、
香
積

院
と
い
う
村
落
に
あ
る
寺
院
も
し
く
は
そ
の
僧
が
読
み
聞
か
せ
の
役
を
担
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
菅
浦
に
お
い
て
も
、
文
安
の
相
論
に
つ
い
て
記
し
た
合

戦
注
記
（「
菅
」
六
二
八
）
に
「
執
筆
越
後
公
也
」
と
あ
る
が
、
こ
の
越
後
公
も
菅

浦
に
住
む
寺
僧
だ
ろ
う
と
さ
れ
る（
36
）。

ま
た
、
菅
浦
の
オ
ト
ナ
を
み
る
過
程
で
、
略
押
の
分
析
を
通
じ
て
以
下
の
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
略
押
と
は
、
本
来
、
個
人
を
特
定
す
る
機
能
を
持
た
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。【
史
料
1
・
2
】
の
よ
う
に
、
多
少
の
差
別
化
が
窺
え
る
と
は
い

え
、
ご
く
簡
単
な
か
た
ち
の
も
の
で
さ
え
、
据
え
る
た
び
に
か
た
ち
が
異
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
で
は
個
人
を
特
定
し
よ
う
も
な
い
。
こ
の
一
〇
人
が
筆
遣
い
に
不
慣
れ
な

こ
と
が
窺
え
、
略
押
と
は
字
の
書
け
な
い
者
の
使
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
改
め
て

確
認
で
き
る
。
ま
た
、
酒
井
氏
の
い
う
、
略
押
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
署
者
は
で
き
る

限
り
同
じ
か
た
ち
の
も
の
を
書
こ
う
と
し
た（
37
）と

い
う
想
定
は
成
立
し
な
い
こ
と
も
わ

か
っ
た
。
付
け
加
え
る
な
ら
、
酒
井
氏
の
挙
げ
た
署
判
は
、
か
た
ち
こ
そ
や
や
簡
略

で
は
あ
る
が
、
独
自
性
の
あ
る
か
た
ち
を
し
て
お
り
、
毎
回
同
じ
か
た
ち
を
し
て
い

る
点
か
ら
、
機
能
的
に
は
花
押
と
分
類
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る（
38
）。

重
要
な
の
は
、
略
押
と
い
う
個
人
を
特
定
す
る
機
能
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
村
落
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
十
分
機
能
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文

書
に
サ
イ
ン
を
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
略
押
で
あ
っ
て
も
、
花
押
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
々
の
代
表
者
が
意
志

決
定
の
場
に
参
加
し
、
合
意
の
証
と
し
て
サ
イ
ン
を
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
。
そ

の
サ
イ
ン
は
、
字
を
書
け
る
者
で
あ
れ
ば
花
押
で
あ
り
、
字
の
書
け
な
い
者
で
あ
れ

ば
略
押
、
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
識
字
力
に
応
じ
た
も
の
に
な
る
が
、
花
押

を
据
え
ら
れ
る
者
も
略
押
し
か
据
え
ら
れ
な
い
者
も
、
つ
ま
り
経
済
的
な
格
差
は

あ
っ
て
も
、
意
志
決
定
の
場
に
お
い
て
は
同
じ
一
票
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
視
点
に
た
つ
と
、
一
で
触
れ
た
上
久
世
荘
百
姓
等
起
請
文
も
、
村
落
の

構
成
員
全
て
が
意
志
決
定
の
場
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合
意
の
証
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
執
筆
力
に
応
じ
た
サ
イ
ン
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
、
個
人
特

定
の
機
能
を
持
つ
花
押
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
合
意
の
証
と
し
て
の
サ
イ

ン
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
酒
井
氏
が
、
略
押
ば
か
り
が
並
ぶ
起
請
文

を
神
の
前
に
お
け
る
平
等
だ
と
す
る（
39
）が

、
む
し
ろ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
オ
ト
ナ
同

士
、
村
落
構
成
員
間
の
平
等
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
村
落
文
書
に
お
け
る

略
押
の
意
義
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業「
中
・
近
世「
菅
浦
文
書
」の
総
合
的
調
査
・

公
開
と
共
同
研
究
―
中
・
近
世
村
落
像
の
再
検
討
」（
課
題
番
号
2
4
3
2
0
1

2
7

研
究
代
表
・
青
柳
周
一
）
の
成
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

注（
1
）
一
般
的
に
は
乙
名
と
表
記
さ
れ
る
が
、
長
男
、
老
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
記
が
見
ら
れ
、
い



署
判
か
ら
み
る
オ
ト
ナ
の
実
態

六
七

ず
れ
も
「
お
と
な
」
と
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
正
確
な
表
記
を
断
定
し
が
た
く
、
本
稿

で
は
片
仮
名
表
記
に
統
一
す
る
。

（
2
）
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
」（『
社
会
史
研
究
』
六
、
一
九
八
五

『
戦
国
時
代
論
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
に
所
収
）・
藤
木
久
志
『
戦
国
の
作
法
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八

平

凡
社
、
一
九
八
七
が
原
本
）

（
3
）
薗
部
寿
樹
氏
は
、『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
）
な
ど
に

お
い
て
、
座
に
お
い
て
頭
役
や
直
物
な
ど
の
様
々
な
負
担
を
し
、
大
夫
や
検
校
な
ど
の
官
途

名
を
持
つ
者
が
オ
ト
ナ
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ト
ナ
の
新
た
な
側
面
は
明
ら
か
に

な
っ
た
が
、
氏
の
論
は
、
内
部
の
階
層
差
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
階
層
論
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

（
4
）
『
菅
浦
文
書
』
上
・
下
（
日
本
経
済
文
化
研
究
所
、
一
九
六
〇
・
一
九
六
七
）
二
二
七
。

以
下
、「
菅
」
○
○
○
と
表
記
。
ま
た
、
平
成
二
四
年
度
よ
り
、
科
研
基
盤
研
究
Ｂ
「
中
・
近

世
「
菅
浦
文
書
」
の
総
合
的
調
査
・
公
開
と
共
同
研
究
―
中
・
近
世
村
落
像
の
再
検
討
」（
研

究
代
表
・
青
柳
周
一
）
の
中
で
、『
菅
浦
文
書
』
の
再
校
訂
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程

で
文
書
名
、
本
文
等
、
多
く
の
修
正
が
あ
っ
た
。
平
成
二
七
年
現
在
、
作
業
中
だ
が
、
本
稿

で
使
用
す
る
史
料
の
内
、
修
正
・
変
更
の
あ
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
結
果
に
従
う
。

な
お
、
こ
れ
ら
は
暫
定
的
な
も
の
で
、
後
に
変
更
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
5
）
「
郷
村
制
の
形
成
」（『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
八

中
世
四
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
）

（
6
）
「
惣
結
合
の
構
造
と
歴
史
的
位
置
―
菅
浦
惣
の
歴
史
を
通
し
て
の
一
考
察
―
」（『
経
済
志

林
』
三
二
―
二
、
一
九
六
四
）

（
7
）
「
惣
村
の
起
源
と
そ
の
役
割
」（『
中
世
民
衆
生
活
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二

一
九
六
七
初
出
）

（
8
）
「
中
世
菅
浦
の
前
田
」（『
遙
か
な
る
中
世
』
一
四
、
一
九
九
五
）

（
9
）
『
室
町
時
代
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
五
）
第
四
章

（
10
）
「
惣
村
と
惣
所

近
江
国
菅
浦
惣
の
形
成
」（『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊

歴
史
を
読

み
な
お
す
』
一
三

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四

注
（
2
）『
戦
国
時
代
論
』
に
所
収
）

（
11
）
「
惣
と
在
家
・
乙
名
」（『
史
学
雑
誌
一
〇
四
―
九
、
一
九
九
六
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
に
所
収
）

（
12
）
佐
藤
進
一
『
花
押
を
読
む
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
）

（
13
）
荻
野
三
七
彦
『
印
章
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
）

（
14
）
小
林
清
治
『
伊
達
政
宗
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
）

（
15
）
酒
井
紀
美『
戦
乱
の
中
の
情
報
伝
達

使
者
が
つ
な
ぐ
中
世
京
都
と
在
地
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
四
）

（
16
）
例
え
ば
、『
菅
浦
文
書
』（
注
（
4
））、
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
編
『
室
町
幕
府
文
書
集
成

奉
行
人
奉
書
篇

上
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
）
な
ど

（
17
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
花
押
か
が
み
』
一
〜
八
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
〜
一
九

八
五
）

（
18
）
「
中
世
史
研
究
の
一
視
角
」（『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八

一

九
六
五
初
出
）

（
19
）
「
太
良
荘
の
公
文
・
名
主
、
禅
勝
と
実
円
―
転
換
期
の
中
間
層
」（『
荘
園
の
人
々
』
教
育

社
歴
史
新
書
、
一
九
七
八
）

（
20
）
「
略
押
と
起
請
文
」（
酒
井
紀
美
編
『
契
約
・
誓
約
・
盟
約

生
活
と
文
化
の
歴
史
学
六
』

竹
林
舎
、
二
〇
一
五
）

（
21
）
後
に
触
れ
る
新
二
郎
家
に
伝
わ
っ
た
。
中
世
分
が
『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研

究
紀
要
』
一
四
・
一
五
（
一
九
八
一
・
一
九
八
二
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
こ
こ
か

ら
引
用
の
際
は
「
家
」
○
○
と
表
記
す
る
。

（
22
）
注
（
11
）
に
同
じ

（
23
）
こ
れ
ま
で
村
落
文
書
の
検
討
に
は
置
文
の
み
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
薗
部

寿
樹
氏
の「
中
世
惣
村
定
書
の
署
判
に
関
す
る
覚
書
―
今
堀
日
吉
神
社
文
書
を
中
心
に
―
」（
井

上
辰
雄
編
『
古
代
中
世
の
政
治
と
地
域
社
会
―
筑
波
大
学
創
立
十
周
年
記
念
日
本
史
論
集
―
』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
）
や
西
村
幸
信
氏
の
「
今
堀
日
吉
神
社
文
書
の
村
掟
と
そ
の
署
判
」

（『
中
世
・
近
世
の
村
と
地
域
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七

二
〇
〇
三
初
出
）
が
そ
う

で
あ
る
。
置
文
は
村
落
で
作
成
さ
れ
、
村
落
構
成
員
自
身
を
規
制
す
る
役
割
を
持
つ
と
い
う

点
で
、
村
落
内
部
で
も
公
的
性
格
の
強
い
文
書
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
一
方
で
、
領
主
に

対
す
る
文
書
も
ま
た
、
公
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
、

置
文
の
み
を
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
不
十
分
と
考
え
、
様
々
な
種
類
の
文
書
を
検
討
の
対

象
と
し
た
。

（
24
）
注
（
9
）
に
同
じ

（
25
）
関
口
恒
雄
「
菅
浦
文
書
―
そ
の
史
料
批
判
と
若
干
の
問
題
に
よ
せ
て
―
」（『
経
済
志
林
』

三
一
―
二
、
一
九
六
三
）
に
お
い
て
、「
菅
浦
文
書
」
中
に
公
文
に
言
及
し
た
史
料
は
一
五
点



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

第
四
十
九
号

六
八

あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
、「
菅
浦
家
文
書
」
中
の
公
文
に
関
連
す
る
文
書
一
点
を
足
し
た
。

（
26
）
関
口
氏
は
、
注
（
25
）
論
に
て
、
菅
浦
の
公
文
は
在
地
の
荘
官
で
は
な
く
、
大
浦
・
塩
津

等
の
在
地
領
主
と
す
る
。

（
27
）
「
菅
」
三
四
二
な
ど
。

（
28
）
「
戦
国
時
代
の
菅
浦
―
供
御
人
と
惣
続
論
―
」（『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
、
一
九
五
九

『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三
所
収
）

（
29
）
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
編
集
・
発
行
（
一
九
八
六
）。
以
下
、「
奥
」
○
○
と
表

記

（
30
）
「
奥
」
二
一
、「
奥
」
一
二
六
、「
奥
」
一
四
〇
、「
奥
」
一
七
七
、「
奥
」
一
八
二
。

（
31
）
伊
藤
裕
久
「
中
世
の
伝
統
―
「
惣
の
空
間
構
造
」
近
江
国
菅
浦
を
事
例
と
し
て
―
」（『
中

世
集
落
の
空
間
構
造
―
惣
的
結
合
と
集
合
住
居
の
歴
史
的
展
開
―
』
生
活
史
研
究
所
、
一
九

九
二

一
九
八
九
・
一
九
九
〇
初
出
）

（
32
）
同
時
期
に
二
〇
人
全
員
の
名
が
確
認
で
き
る
の
は
、「
菅
」
六
三
二
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、

範
囲
を
ど
う
設
定
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
永
禄
四
（
一
五
六
一
）
年
か
ら
元
亀
元
（
一
五
七

〇
）
年
の
間
に
二
一
人
の
オ
ト
ナ
が
確
認
で
き
る
。

（
33
）
工
藤
敬
一
「
菅
浦
の
乙
名
清
九
郎
―
惣
の
救
世
主
」（
注
（
19
）
書
）

（
34
）
柴
田
純
「
近
世
前
期
に
お
け
る
学
問
の
歴
史
的
位
置
」（『
日
本
史
研
究
』
二
四
七
、
一
九

八
三
）

（
35
）
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
）

（
36
）
田
中
克
行
「
村
の
紛
争
解
決
と
共
有
文
書
―
文
安
年
間
、
菅
浦
・
大
浦
の
相
論
」（
注
（
11
）

書

一
九
九
六
初
出
）

（
37
）
注
（
20
）
に
同
じ

（
38
）
花
押
と
略
押
の
分
類
基
準
は
、
一
で
見
た
よ
う
に
か
た
ち
が
立
派
か
簡
略
か
、
と
い
う
程

度
で
、
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
【
史
料
1
】
な
ど
の
よ
う
に
一
目
瞭
然
で
略
押
と

判
断
で
き
る
も
の
は
い
い
が
、
酒
井
氏
の
挙
げ
た
（
注
（
20
））
も
の
の
よ
う
な
場
合
、
こ
う

い
っ
た
機
能
と
い
う
側
面
か
ら
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
衆

の
署
判
を
複
数
確
認
で
き
る
こ
と
自
体
が
稀
で
あ
り
、
多
く
は
一
点
の
み
で
判
断
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
も
事
実
で
は
あ
る
が
。

（
39
）
注
（
20
）
に
同
じ


